
平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
七
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
及
び
暴
風
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害

並
び
に
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
案
要
綱

一

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
七
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
及
び
暴
風
雨
に
よ
る
災
害
を
激
甚
災
害
と
し
て
指
定

す
る
こ
と
。

二

当
該
災
害
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
適
用
す
る
こ
と
。

１

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
等
に
関
す
る
特
別
の
財
政
援
助

２

農
地
等
の
災
害
復
旧
事
業
等
に
係
る
補
助
の
特
別
措
置

３

農
林
水
産
業
共
同
利
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
の
補
助
の
特
例

４

公
立
社
会
教
育
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
対
す
る
補
助

５

私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
対
す
る
補
助

６

市
町
村
が
施
行
す
る
感
染
症
予
防
事
業
に
関
す
る
負
担
の
特
例

７

小
災
害
債
に
係
る
元
利
償
還
金
の
基
準
財
政
需
要
額
へ
の
算
入
等



政
令
第

号

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
七
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
及
び
暴
風
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害

並
び
に
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
二

じ
ん

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
災
害
を
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

じ
ん

う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
激
甚
災
害
と
し
て
指
定
し
、
当
該
激
甚
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と

お
り
指
定
す
る
。

激

甚

災

害

適

用

す

べ

き

措

置

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
七
月
二
十
九
日
ま
で
の

法
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、

間
の
豪
雨
及
び
暴
風
雨
に
よ
る
災
害

第
十
九
条
及
び
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
措
置

備
考一

上
欄
の
豪
雨
と
は
、
梅
雨
前
線
に
よ
る
も
の
を
い
う
。



二

上
欄
の
暴
風
雨
と
は
、
平
成
十
八
年
台
風
第
三
号
（
同
年
七
月
一
日
に
北
緯
七
度
三
十
分
東
経
百
三
十
七
度
四

十
八
分
に
お
い
て
台
風
と
な
っ
た
熱
帯
低
気
圧
で
、
同
月
十
日
に
北
緯
三
十
七
度
三
十
分
東
経
百
二
十
八
度
三
十

分
に
お
い
て
温
帯
低
気
圧
と
な
っ
た
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
を
い
う
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

平
成
十
八
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
七
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
及
び
暴
風
雨
に
よ
る
災
害
を
激
甚
災
害
と
し
て
指
定
す

る
と
と
も
に
、
当
該
激
甚
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
と
し
て
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
等
に
関
す
る
特
別
の
財
政
援

助
等
を
指
定
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


